
鳥取市大型空き店舗入居促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市大型空き店舗入居促進補助金（以下「本補助金」という。）について、

鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、営業を行うことを目的に大型空き店舗に入居する者に対し補助することにより、

中心市街地における空き店舗の解消及び商業の活性化を促進し、もって本市の商業の振興を図るこ

とを目的として交付する。 

（定義) 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1）中心市街地 鳥取市中心市街地活性化基本計画において定める中心市街地の区域をいう。 

（2）大型空き店舗 次のアからエまでのいずれにも該当するものをいう。 

ア 賃貸物件であり、過去に事業の用に供されていたもの 

イ 空いている部分の延べ床面積が１１５．５㎡以上であるもの 

ウ １階部分が空いているもの 

エ 中心市街地にあるもの 

（3）商店街 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に基づき組織された団体、事業協同組

合及び任意の商店会をいう。 

（4）中心市街地活性化協議会 中心市街地の活性化に関する法律(平成１８年法律第５４号)第１５条

第１項の規定に基づき組織された者（以下「中活協」という。）をいう。 

（5）まちづくり会社 地域振興等のために設立される公共性の高い会社をいう。   

（6）テナント 営業を行うことを目的に賃貸契約を行った大型空き店舗に入居する賃借人をいう。 

（補助対象者） 

第４条  本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、商店街、まちづくり会

社、テナントその他市長が特に認める者であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。 

（1）テナントとして行う業種が小売業、飲食業、サービス業又は市長が適当と認める事業であ

り、当該事業の継続性が見込まれるものであること。 

（2）商店街又は中活協と事前に十分協議をし、大型空き店舗に入居するものであること。 

（3）商店街又は中活協と連携し、中心市街地のまちづくりに積極的に協力するものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象者となることはできない。 

（1）中心市街地の店舗から大型空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗とし

たもの 

（2）店舗の営業時間が夜間（午後５時から翌日の午前９時までをいう。）のみのもの 

（3）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に基づ

く風俗営業を行おうとするもの 

（4）前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める営業を行うもの 

（補助対象経費) 

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象者がテナ



ントとして営業を行う事業の実施に要する経費のうち、当該年度において支出した店舗賃借料（共

益費及び駐車場代を除く。）、店舗改装費及び広告宣伝費とする。 

（補助金の算定等) 

第６条 本補助金は、補助対象経費の額に４分の３を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交

付する。 

２ 本補助金は、３００万円を限度額とする。 

（交付申請） 

第７条 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号に規定する書類は、別記様式によるものとする。 

（交付決定の時期） 

第８条 本補助金の交付の決定は、原則として、交付申請を受けた日から７日以内に行うものとする。 

（承認を要しない変更） 

第９条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（1）本補助金の増額 

（2）本補助金の２割を超える減額 

（着手届を要しない場合） 

第１０条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２号に規定する

補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。 

（実績報告） 

第１１条 規則第１２条に定める実績報告は、本補助金の交付に係る事業の完了の日から１４日を経

過する日までに行わなければならない。 

（営業の継続） 

第１２条 本補助金の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５年間は、本補助金の交付に係る

事業を継続して営まなければならない。 

２ 前項に定める期間内に当該事業を休止し、廃止（倒産の場合を除く。）し、又は著しくその内容

を変更しようとするときは、市長及び商店街と事前に協議し、同意を得なければならない。 

（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、経済観光部長が別に定め

る。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 



別記様式（第７条関係） 

事  業  計  画  書 

 

 
事業内容 

 
 

 

従業員数 
(経営者本人含む) 

 

当 該 事 業 に関
する経験・略歴 

 

事業の売上・ 
利益計画 

 

 
 

第一期 
( / ～ / ) 

第二期 
( / ～ / ) 

第三期 
( / ～ / ) 

売上額  （①）    
売上原価 （②）    
粗利益 （③＝①－②）    
経費（人件費・広告宣伝費

等） （④） 
   

営業利益（⑤＝③－④）    
営業外損益（⑥）    
経常利益（⑦＝⑤＋⑥）    
法人税等（⑧）    
当期利益（⑨＝⑦－⑧）    

対象顧客及び 
市 場 規 模 

 
 

予定客単価と 
客    数 

①予定客1人当たりの客単価 
 
②予定客数（１日当たり） 

事業の資金計画 
（資金需要、資金

調達） 
 
 

［資金需要］ 
 第一期 第二期 第三期 
①設備投資    
②その他    

合  計    

［資金調達］ 
 第一期 第二期 第三期 
①自己資金    

②借り入れ    
③補助金 
その他 

   

合  計    

今後の事業 
展開予定 

 

その他特記事項 

 

 


